
 

 

奈良商工会議所、奈良県立奈良朱雀高等学校及び 

奈良県教育委員会の連携協力に関する協定書 

 

 

（目的） 

第１条 この協定は、奈良商工会議所（以下「商工会議所」という。）、奈良県立奈良朱雀高

等学校（以下「高校」という。）及び奈良県教育委員会（以下「教育委員会」という。）が、

産業の分野での実践的・体験的な学習を連携協力し実施することを通して、地域産業をは

じめ経済社会の健全で持続的な発展を担う職業人の育成に寄与することを目的とする。 

 

（連携協力の内容） 

第２条 商工会議所、高校及び教育委員会（以下「協定締結者」という。）は、前条の目的

を遂行するため、次に掲げる事項について連携協力するものとする。 

（１）商工会議所が高校の生徒(以下「生徒」という。)に対して実施する産業分野に係る講

義、実習その他教育活動に関すること。    

（２）生徒の進路についての情報提供に関すること。 

（３）その他協定締結者が必要と認める事項 

 

（施設設備等の利用） 

第３条 前条に定める事項の実施に当たっては、業務に支障のない限り、商工会議所及び高

校それぞれの有する施設設備等の利用を妨げない。 

 

（経費） 

第４条 第２条に定める事項に要する経費については、協定締結者が協議の上、定めるもの

とする。 

 

（守秘義務） 

第５条 この協定に基づき、協定締結者が知り得た秘密情報については、この協定の有効期

間の前後を問わず、第三者に対し開示し、又は漏らしてはならない。ただし、事前に書面

により協定締結者の承諾を得ている場合又は法令により開示を求められた場合は、この限

りではない。 

 

（有効期間等） 

第６条 この協定は、協定書締結日から発効し、令和５年３月３１日までを期間とする。 

２ この協定で定める事項については、令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの間、

協定締結者に加え、奈良県立奈良商工高等学校にも適用されるものとする。 

３ この協定書の有効期間満了日が属する年度の１２月末日までに協定締結者のいずれか

らも改廃の申し入れがない場合は、有効期間を更に１年間更新するものとし、その後も同

様に取り扱うものとする。なお、令和５年４月１日以降の更新においては、高校を「奈良

県立奈良商工高等学校」に読み替えるものとする。 

 

（案） 



 

（その他） 

第７条 この協定書に定めるもののほか、必要な事項は、協定締結者が協議の上、定めるも

のとする。 

２ この協定書に定める事項に疑義が生じた場合は、協定締結者で協議の上、決定するもの

とする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書３通を作成し、協定締結者それぞれが記名押印の

上、各自１通を保有するものとする。 
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